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障害者差別禁止指針
しよう が い し や さ べ つ き ん し し し ん

障害者に対する差別の禁止に関する規定に定める事項に関し、事業主
しようがい しや たい さ べつ きん し かん き て い さ だ じ こ う か ん じ ぎようぬし

が適切に対処するための指針（平成27年厚⽣労働省告⽰第116号）
て き せつ た い しよ し しん へい せい ねん こ う せい ろ う どうしようこ く じ だ い ごう

第１ 趣旨
だい しゆ し

この指針は、障害者の雇⽤の促進等に関する法律（昭和35年法律第123号。
し しん しようがいしや こ よう そくしんとう かん ほうりつ しよう わ ねんほうりつだい ごう

以下「法」という。）第36条第１項の規定に基づき、法第34条及び第35条
い か ほう だい じようだい こう き てい もと ほうだい じようおよ だい じよう

の規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処することができるよう、
き てい さだ じ こう かん じ ぎようぬし てきせつ たいしよ

これらの規定により禁止される措置として具体的に明らかにする必要がある
き てい きん し そ ち ぐ たいてき あき ひつよう

と認められるものについて定めたものである。
みと さだ

第２ 基本的な考え方
だい き ほんてき かんが かた

全ての事業主は、法第34条及び第35条の規定に基づき、労働者の募集及
すべ じ ぎようぬし ほうだい じようおよ だい じよう き てい もと ろうどうしや ぼ しゆうおよ

び採用について、障害者（身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含
さいよう しようがいしや しんたいしようがい ち てきしようがい せいしんしようがい はつたつしようがい ふく

む。）その他の心身の機能の障害（以下「障害」と総称する。）があるため、
た しんしん き のう しようがい い か しようがい そうしよう

⻑期にわたり、職 業⽣活に相当の制限を受け、⼜は職 業⽣活を営むこと
ちよう き しよくぎようせいかつ そうとう せいげん う また しよくぎようせいかつ いとな

が 著 しく困難な者をいう。以下同じ。）に対して、障害者でない者と均等
いちじる こんなん もの い か おな たい しようがいしや もの きんとう

な機会を与えなければならず、また、賃⾦の決定、教育訓練の実施、福利
き かい あた ちんぎん けつてい きよういくくんれん じつ し ふく り

厚⽣施設の利⽤その他の待遇について、労働者が障害者であることを理由
こうせい し せつ り よう た たいぐう ろうどうしや しようがいしや り ゆう

として、障害者でない者と不当な差別的取扱いをしてはならない。
しようがいしや もの ふ とう さ べつてきとりあつか

ここで禁止される差別は、障害者であることを理由とする差別（直接差別
きん し さ べつ しようがいしや り ゆう さ べつ ちよくせつ さ べつ

をいい、⾞いす、補助⽝その他の⽀援器具等の利⽤、介助者の付添い等の
くるま ほ じよけん た し えん き ぐ とう り よう かいじよしや つき そ とう

社会的不利を補う⼿段の利⽤等を理由とする不当な不利益取扱いを含む。）
しやかいてき ふ り おぎな しゆだん り ようとう り ゆう ふ とう ふ り えきとりあつか ふく

である。

また、障害者に対する差別を防止するという観点を踏まえ、障害者も共
しようがいしや たい さ べつ ぼう し かんてん ふ しようがいしや とも

に働く⼀⼈の労働者であるとの認識の下、事業主や同じ職場で働く者が
はたら ひと り ろうどう しや にんしき もと じ ぎようぬし おな しよく ば はたら もの

障害の特性に関する正しい知識の取得や理解を深めることが重要である。
しようがい とくせい かん ただ ち しき しゆとく り かい ふか じゆうよう
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第３ 差別の禁止
だい さ べつ きん し

１ 募集及び採用
ぼ しゆうおよ さいよう

(1) 「募集」とは、労働者を雇用しようとする者が、自ら又は他人に委託
ぼ しゆう ろうどうしや こ よう もの みずか また た にん い たく

して、労働者となろうとする者に対し、その被用者となることを勧誘す
ろうどうしや もの たい ひ ようしや かんゆう

ることをいう。「採用」とは、労働契約を締結することをいい、応募の受付、
さいよう ろうどうけいやく ていけつ おう ぼ うけつけ

採用のための選考等募集を除く労働契約の締結に至る一連の手続を含
さいよう せんこうとう ぼ しゆう のぞ ろうどうけいやく ていけつ いた いちれん て つづき ふく

む。

(2) 募集又は採用に関し、次に掲げる措置のように、障害者であること
ぼ しゆうまた さいよう かん つぎ かか そ ち しようがいしや

を理由として、その対象から障害者を排除することや、その条件を障
り ゆう たいしよう しようがいしや はいじよ じようけん しよう

害者に対してのみ不利なものとすることは、障害者であることを理由と
がいしや たい ふ り しようがいしや り ゆう

する差別に該当する。ただし、14に掲げる措置を講ずる場合については、
さ べつ がいとう かか そ ち こう ば あい

障害者であることを理由とする差別に該当しない。
しようがいしや り ゆう さ べつ がいとう

イ 障害者であることを理由として、障害者を募集⼜は採⽤の対象か
しようがいしや り ゆう しようがいしや ぼ しゆうまた さいよう たいしよう

ら排除すること。
はいじよ

ロ 募集⼜は採⽤に当たって、障害者に対してのみ不利な条件を付す
ぼ しゆうまた さいよう あ しようがいしや たい ふ り じようけん ふ

こと。

ハ 採用の基準を満たす者の中から障害者でない者を優先して採用する
さいよう き じゆん み もの なか しようがいしや もの ゆうせん さいよう

こと。

(3) (2)に関し、募集に際して⼀定の能⼒を有することを条件とすること
かん ぼ しゆう さい いつてい のうりよく ゆう じようけん

については、当該条件が当該企業において業務遂⾏上特に必要なもの
とうがいじようけん とうがい き ぎよう ぎよう む すいこうじようとく ひつよう

と認められる場合には、障害者であることを理由とする差別に該当しな
みと ば あい しようがいしや り ゆう さ べつ がいとう

い。⼀⽅、募集に当たって、業務遂⾏上特に必要でないにもかかわら
いつぽう ぼ しゆう あ ぎよう む すいこうじようとく ひつよう

ず、障害者を排除するために条件を付すことは、障害者であることを
しようがいしや はいじよ じようけん ふ しようがいしや

理由とする差別に該当する。
り ゆう さ べつ がいとう

(4) なお、事業主と障害者の相互理解の観点から、事業主は、応募しよ
じ ぎようぬし しようがいしや そう ご り かい かんてん じ ぎようぬし おう ぼ

うとする障害者から求人内容について問合せ等があった場合には、当
しようがいしや きゆうじんないよう といあわ とう ば あい とう

該求人内容について説明することが重要である。また、募集に際して
がいきゆうじんないよう せつめい じゆうよう ぼ しゆう さい

⼀定の能⼒を有することを条件としている場合、当該条件を満たして
いつてい のうりよく ゆう じようけん ば あい とうがいじようけん み

いるか否かの判断は過重な負担にならない範囲での合理的配慮（法第3
いな はんだん か じゆう ふ たん はん い ごう り てきはいりよ ほうだい

6条の２から第36条の４までの規定に基づき事業主が講ずべき措置を
じよう だい じよう き てい もと じ ぎようぬし こう そ ち

いう。以下同じ。）の提供を前提に⾏われるものであり、障害者が合
い か おな ていきよう ぜんてい おこな しようがい しや ごう

理的配慮の提供があれば当該条件を満たすと考える場合、その旨を事
り てきはいりよ ていきよう とうがいじようけん み かんが ば あい むね じ

業主に説明することも重要である。
ぎようぬし せつめい じゆうよう
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２ 賃⾦
ちんぎん

(1) 「賃⾦」とは、賃⾦、給 料、⼿当、賞与その他名称のいかんを問わ
ちんぎん ちんぎん きゆうりよう て あて しよう よ た めいしよう と

ず、労働の対償として使用者が労働者に支払う全てのものをいう。
ろうどう たいしよう し ようしや ろうどうしや し はら すべ

(2) 賃⾦の⽀払に関し、次に掲げる措置のように、障害者であることを
ちんぎん し はらい かん つぎ かか そ ち しようがいしや

理由として、その対象から障害者を排除することや、その条件を障害者
り ゆう たいしよう しようがいしや はいじよ じようけん しようがいしや

に対してのみ不利なものとすることは、障害者であることを理由とする
たい ふ り しようがいしや り ゆう

差別に該当する。ただし、14に掲げる措置を講ずる場合については、
さ べつ がい とう かか そ ち こう ば あい

障害者であることを理由とする差別に該当しない。
しようがいしや り ゆう さ べつ がいとう

イ 障害者であることを理由として、障害者に対して⼀定の⼿当等の賃
しようがいしや り ゆう しようがいしや たい いつてい て あてとう ちん

⾦の⽀払をしないこと。
ぎん し はらい

ロ ⼀定の⼿当等の賃⾦の⽀払に当たって、障害者に対してのみ不利な
いつてい て あてとう ちんぎん し はらい あ しようがいしや たい ふ り

条件を付すこと。
じようけん ふ

３ 配置（業務の配分及び権限の付与を含む。）
はい ち ぎよう む はいぶんおよ けんげん ふ よ ふく

(1) 「配置」とは、労働者を一定の職務に就けること又は就いている状態
はい ち ろうどうしや いつてい しよく む つ また つ じようたい

をいい、従事すべき職務における業務の内容及び就 業の場所を主要
じゆう じ しよく む ぎよう む ないようおよ しゆうぎよう ば しよ しゆよう

な要素とするものである。
よう そ

なお、配置には、業務の配分及び権限の付与が含まれる。
はい ち ぎよう む はいぶんおよ けんげん ふ よ ふく

「業務の配分」とは、特定の労働者に対し、ある部門、ラインなどが所掌
ぎよう む はいぶん とくてい ろうどうしや たい ぶ もん しよしよう

している複数の業務のうち一定の業務を割り当てることをいい、日常
ふくすう ぎよう む いつてい ぎよう む わ あ にちじよう

的な業務指示は含まれない。
てき ぎよう む し じ ふく

また、「権限の付与」とは、労働者に対し、⼀定の業務を遂⾏するに当
けんげん ふ よ ろうどうしや たい いつてい ぎよう む すいこう あ

たって必要な権限を委任することをいう。
ひつよう けんげん い にん

(2) 配置に関し、次に掲げる措置のように、障害者であることを理由と
はい ち かん つぎ かか そ ち しようがいしや り ゆう

して、その対象を障害者のみとすることや、その対象から障害者を排除
たいしよう しようがいしや たいしよう しようがいしや はいじよ

すること、その条件を障害者に対してのみ不利なものとすることは、
じようけん しようがいしや たい ふ り

障害者であることを理由とする差別に該当する。ただし、14に掲げる
しようがいしや り ゆう さ べつ がいとう かか

措置を講ずる場合については、障害者であることを理由とする差別に該
そ ち こう ば あい しようがいしや り ゆう さ べつ がい

当しない。
とう

イ ⼀定の職務への配置に当たって、障害者であることを理由として、
いつてい しよく む はい ち あ しようがいしや り ゆう

その対象を障害者のみとすること又はその対象から障害者を排除す
たいしよう しようがいしや また たいしよう しようがいしや はいじよ

ること。

ロ ⼀定の職務への配置に当たって、障害者に対してのみ不利な条件
いつてい しよく む はい ち あ しようがいしや たい ふ り じようけん

を付すこと。
ふ

ハ 一定の職務への配置の条件を満たす労働者の中から障害者又は障
いつてい しよく む はい ち じようけん み ろうどうしや なか しようがいしやまた しよう

害者でない者のいずれかを優先して配置すること。
がいしや もの ゆうせん はい ち
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４ 昇進
しようしん

(1) 「昇進」とは、企業内での労働者の位置付けについて下位の職階か
しようしん き ぎようない ろうどうしや い ち づ か い しよつかい

ら上位の職階への移動を⾏うことをいう。昇進には、職制上の地位
じよう い しよつかい い どう おこな しようしん しよくせいじよう ち い

の上方移動を伴わないいわゆる「昇格」も含まれる。
じようほう い どう ともな しようかく ふく

(2) 昇進に関し、次に掲げる措置のように、障害者であることを理由と
しようしん かん つぎ かか そ ち しようがいしや り ゆう

して、その対象から障害者を排除することや、その条件を障害者に対
たいしよう しようがいしや はいじよ じようけん しようがいしや たい

してのみ不利なものとすることは、障害者であることを理由とする差別
ふ り しようがいしや り ゆう さ べつ

に該当する。ただし、14に掲げる措置を講ずる場合については、障害者
がいとう かか そ ち こう ば あい しようがいしや

であることを理由とする差別に該当しない。
り ゆう さ べつ がいとう

イ 障害者であることを理由として、障害者を⼀定の役職への昇進の
しようがいしや り ゆう しようがいしや いつてい やくしよく しようしん

対象から排除すること。
たいしよう はいじよ

ロ ⼀定の役職への昇進に当たって、障害者に対してのみ不利な条件
いつてい やくしよく しようしん あ しようがいしや たい ふ り じようけん

を付すこと。
ふ

ハ 一定の役職への昇進基準を満たす労働者が複数いる場合に、障害者
いつてい やくしよく しようしん き じゆん み ろうどうしや ふくすう ば あい しようがいしや

でない者を優先して昇進させること。
もの ゆうせん しようしん

５ 降格
こうかく

(1) 「降格」とは、企業内での労働者の位置付けについて上位の職階か
こうかく き ぎようない ろうどうしや い ち づ じよう い しよつかい

ら下位の職階への移動を⾏うことをいい、昇進の反対の措置である場
か い しよつかい い どう おこな しようしん はんたい そ ち ば

合と、昇格の反対の措置である場合の双方が含まれる。
あい しようかく はんたい そ ち ば あい そうほう ふく

(2) 降格に関し、次に掲げる措置のように、障害者であることを理由とし
こうかく かん つぎ かか そ ち しようがいしや り ゆう

て、その対象を障害者とすることや、その条件を障害者に対してのみ
たいしよう しようがいしや じようけん しようがいしや たい

不利なものとすることは、障害者であることを理由とする差別に該当す
ふ り しようがいしや り ゆう さ べつ がいとう

る。ただし、14に掲げる措置を講ずる場合については、障害者である
かか そ ち こう ば あい しようがいしや

ことを理由とする差別に該当しない。
り ゆう さ べつ がいとう

イ 障害者であることを理由として、障害者を降格の対象とすること。
しようがいしや り ゆう しようがいしや こうかく たいしよう

ロ 降格に当たって、障害者に対してのみ不利な条件を付すこと。
こうかく あ しようがいしや たい ふ り じようけん ふ

ハ 降格の対象となる労働者を選定するに当たって、障害者を優先して
こうかく たいしよう ろうどうしや せんてい あ しようがいしや ゆうせん

対象とすること。
たいしよう

６ 教育訓練
きよういくくんれん

(1)「教育訓練」とは、事業主が、その雇用する労働者に対して、その労働者
きよういくくんれん じ ぎようぬし こ よう ろうどうしや たい ろうどうしや

の業務の遂⾏の過程外（いわゆる「オフ・ザ・ジョブ・トレーニング」）
ぎよう む すいこう か ていがい

において⼜は当該業務の遂⾏の過程内（いわゆる「オン・ザ・ジョブ・
また とうがいぎよう む すいこう か ていない

トレーニング」）において、現在及び将来の業務の遂⾏に必要な能⼒
げんざいおよ しようらい ぎよう む すいこう ひつよう のうりよく



- 5 -

を付与するために⾏うものをいう。
ふ よ おこな

(2) 教育訓練に関し、次に掲げる措置のように、障害者であることを理由
きよういくくんれん かん つぎ かか そ ち しようがいしや り ゆう

として、その対象から障害者を排除することや、その条件を障害者に対
たいしよう しようがいしや はいじよ じようけん しようがいしや たい

してのみ不利なものとすることは、障害者であることを理由とする差別
ふ り しようがいしや り ゆう さ べつ

に該当する。ただし、14に掲げる措置を講ずる場合については、障害者
がいとう かか そ ち こう ば あい しようがいしや

であることを理由とする差別に該当しない。
り ゆう さ べつ がいとう

イ 障害者であることを理由として、障害者に教育訓練を受けさせな
しようがいしや り ゆう しようがいしや きよういくくんれん う

いこと。

ロ 教育訓練の実施に当たって、障害者に対してのみ不利な条件を付
きよういくくんれん じつ し あ しようがいしや たい ふ り じようけん ふ

すこと。

ハ 教育訓練の対象となる労働者を選定するに当たって、障害者でな
きよういくくんれん たいしよう ろうどうしや せんてい あ しようがいしや

い者を優先して対象とすること。
もの ゆうせん たいしよう

７ 福利厚⽣
ふく り こうせい

(1) 「福利厚⽣の措置」とは、労働者の福祉の増進のために定期的に⾏
ふく り こうせい そ ち ろうどうしや ふく し ぞうしん てい き てき おこな

われる⾦銭の給付、住宅の貸与その他の労働者の福利厚⽣を⽬的とし
きんせん きゆう ふ じゆうたく たい よ た ろうどうしや ふく り こうせい もくてき

た措置をいう。
そ ち

(2) 福利厚⽣の措置に関し、次に掲げる措置のように、障害者であること
ふく り こうせい そ ち かん つぎ かか そ ち しようがいしや

を理由として、その対象から障害者を排除することや、その条件を障
り ゆう たいしよう しようがいしや はいじよ じようけん しよう

害者に対してのみ不利なものとすることは、障害者であることを理由と
がいしや たい ふ り しようがいしや り ゆう

する差別に該当する。ただし、14に掲げる措置を講ずる場合については、
さ べつ がいとう かか そ ち こう ば あい

障害者であることを理由とする差別に該当しない。
しようがいしや り ゆう さ べつ がいとう

イ 障害者であることを理由として、障害者に対して福利厚⽣の措置を
しようがいしや り ゆう しようがいしや たい ふく り こうせい そ ち

講じないこと。
こう

ロ 福利厚⽣の措置の実施に当たって、障害者に対してのみ不利な条件
ふく り こうせい そ ち じつ し あ しようがいしや たい ふ り じようけん

を付すこと。
ふ

ハ 障害者でない者を優先して福利厚⽣の措置の対象とすること。
しようがいしや もの ゆうせん ふく り こうせい そ ち たいしよう

８ 職種の変更
しよくしゆ へんこう

(1) 「職種」とは、職務や職責の類似性に着目して分類されるものであ
しよくしゆ しよく む しよくせき るい じ せい ちやくもく ぶんるい

り、「営業 職」・「技術 職」の別や、「総合職」・「一般職」の別などが
えいぎようしよく ぎ じゆつしよく べつ そうごうしよく いつぱんしよく べつ

ある。

(2) 職種の変更に関し、次に掲げる措置のように、障害者であることを
しよくしゆ へんこう かん つぎ かか そ ち しようがいしや

理由として、その対象を障害者のみとすることや、その対象から障害者
り ゆう たいしよう しようがいしや たいしよう しようがいしや

を排除すること、その条件を障害者に対してのみ不利なものとするこ
はいじよ じようけん しようがいしや たい ふ り

とは、障害者であることを理由とする差別に該当する。ただし、14に掲
しようがいしや り ゆう さ べつ がいとう かか
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げる措置を講ずる場合については、障害者であることを理由とする差別
そ ち こう ば あい しようがいしや り ゆう さ べつ

に該当しない。
がいとう

イ 職種の変更に当たって、障害者であることを理由として、その対象
しよくしゆ へんこう あ しようがいしや り ゆう たいしよう

を障害者のみとすること又はその対象から障害者を排除すること。
しようがいしや また たいしよう しようがいしや はいじよ

ロ 職種の変更に当たって、障害者に対してのみ不利な条件を付すこ
しよくしゆ へんこう あ しようがいしや たい ふ り じようけん ふ

と。

ハ 職種の変更の基準を満たす労働者の中から障害者⼜は障害者でな
しよくしゆ へんこう き じゆん み ろうどうしや なか しようがいしやまた しようがいしや

い者のいずれかを優先して職種の変更の対象とすること。
もの ゆうせん しよくしゆ へんこう たいしよう

９ 雇⽤形態の変更
こ ようけいたい へんこう

(1)「雇用形態」とは、労働契約の期間の定めの有無、所定労働時間の⻑短等
こ ようけいたい ろうどうけいやく き かん さだ う む しよていろうどう じ かん ちようたんとう

により分類されるものであり、いわゆる「正社員」、「パートタイム労働
ぶんるい せいしやいん ろうどう

者」、「契約社員」などがある。
しや けいやくしやいん

(2) 雇⽤形態の変更に関し、次に掲げる措置のように、障害者であること
こ ようけいたい へんこう かん つぎ かか そ ち しようがいしや

を理由として、その対象を障害者のみとすることや、その対象から障
り ゆう たいしよう しようがいしや たいしよう しよう

害者を排除すること、その条件を障害者に対してのみ不利なものとす
がいしや はいじよ じようけん しようがいしや たい ふ り

ることは、障害者であることを理由とする差別に該当する。ただし、1
しようがいしや り ゆう さ べつ がいとう

4に掲げる措置を講ずる場合については、障害者であることを理由とす
かか そ ち こう ば あい しようがいしや り ゆう

る差別に該当しない。
さ べつ がいとう

イ 雇⽤形態の変更に当たって、障害者であることを理由として、その
こ ようけいたい へんこう あ しようがいしや り ゆう

対象を障害者のみとすること又はその対象から障害者を排除するこ
たいしよう しようがいしや また たいしよう しようがいしや はいじよ

と。

ロ 雇⽤形態の変更に当たって、障害者に対してのみ不利な条件を付す
こ ようけいたい へんこう あ しようがいしや たい ふ り じようけん ふ

こと。

ハ 雇⽤形態の変更の基準を満たす労働者の中から障害者⼜は障害者
こ ようけいたい へんこう き じゆん み ろうどうしや なか しようがいしやまた しようがいしや

でない者のいずれかを優先して雇⽤形態の変更の対象とすること。
もの ゆうせん こ ようけいたい へんこう たいしよう

10 退職の勧奨
たいしよく かんしよう

(1)「退職の勧奨」とは、雇用する労働者に対し退職を促すことをいう。
たいしよく かんしよう こ よう ろうどうしや たい たいしよく うなが

(2) 退職の勧奨に関し、次に掲げる措置のように、障害者であることを
たいしよく かんしよう かん つぎ かか そ ち しようがいしや

理由として、その対象を障害者とすることや、その条件を障害者に対
り ゆう たいしよう しようがいしや じようけん しようがいしや たい

してのみ不利なものとすることは、障害者であることを理由とする差別
ふ り しようがいしや り ゆう さ べつ

に該当する。ただし、14に掲げる措置を講ずる場合については、障害者
がいとう かか そ ち こう ば あい しようがいしや

であることを理由とする差別に該当しない。
り ゆう さ べつ がいとう

イ 障害者であることを理由として、障害者を退職の勧奨の対象とす
しようがいしや り ゆう しようがいしや たいしよく かんしよう たいしよう

ること。
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ロ 退職の勧奨に当たって、障害者に対してのみ不利な条件を付すこ
たいしよく かんしよう あ しようがいしや たい ふ り じようけん ふ

と。

ハ 障害者を優先して退職の勧奨の対象とすること。
しようがいしや ゆうせん たいしよく かんしよう たいしよう

11 定年
ていねん

(1) 「定年」とは、労働者が⼀定年齢に達したことを雇⽤関係の終 了事由
ていねん ろうどうしや いつていねんれい たつ こ ようかんけい しゆうりよう じ ゆう

とする制度をいう。
せい ど

(2) 定年に関し、次に掲げる措置のように、障害者であることを理由とし
ていねん かん つぎ かか そ ち しようがいしや り ゆう

て、その対象を障害者のみとすることや、その条件を障害者に対して
たいしよう しようがいしや じようけん しようがいしや たい

のみ不利なものとすることは、障害者であることを理由とする差別に該
ふ り しようがいしや り ゆう さ べつ がい

当する。ただし、14に掲げる措置を講ずる場合については、障害者で
とう かか そ ち こう ば あい しようがいしや

あることを理由とする差別に該当しない。
り ゆう さ べつ がいとう

イ 障害者に対してのみ定年の定めを設けること。
しようがいしや たい ていねん さだ もう

ロ 障害者の定年について、障害者でない者の定年より低い年齢とする
しようがいしや ていねん しようがいしや もの ていねん ひく ねんれい

こと。

12 解雇
かい こ

(1) 「解雇」とは、労働契約を将来に向かって解約する事業主の一方的
かい こ ろうどうけいやく しようらい む かいやく じ ぎようぬし いつぽうてき

な意思表示をいい、労使の合意による退職は含まない。
い し ひよう じ ろう し ごう い たいしよく ふく

(2) 解雇に関し、次に掲げる措置のように、障害者であることを理由とし
かい こ かん つぎ かか そ ち しようがいしや り ゆう

て、その対象を障害者とすることや、その条件を障害者に対してのみ
たいしよう しようがいしや じようけん しようがいしや たい

不利なものとすることは、障害者であることを理由とする差別に該当す
ふ り しようがいしや り ゆう さ べつ がいとう

る。ただし、14に掲げる措置を講ずる場合については、障害者である
かか そ ち こう ば あい しようがいしや

ことを理由とする差別に該当しない。
り ゆう さ べつ がいとう

イ 障害者であることを理由として、障害者を解雇の対象とすること。
しようがいしや り ゆう しようがいしや かい こ たいしよう

ロ 解雇の対象を一定の条件に該当する者とする場合において、障害者
かい こ たいしよう いつてい じようけん がいとう もの ば あい しようがいしや

に対してのみ不利な条件を付すこと。
たい ふ り じようけん ふ

ハ 解雇の基準を満たす労働者の中で、障害者を優先して解雇の対象
かい こ き じゆん み ろうどうしや なか しようがいしや ゆうせん かい こ たいしよう

とすること。

13 労働契約の更新
ろうどうけいやく こうしん

(1) 「労働契約の更新」とは、期間の定めのある労働契約について、期間
ろうどうけいやく こうしん き かん さだ ろうどうけいやく き かん

の満了に際して、従前の契約と基本的な内容が同⼀である労働契約を
まんりよう さい じゆうぜん けいやく き ほんてき ないよう どういつ ろうどうけいやく

締結することをいう。
ていけつ

(2) 労働契約の更新に関し、次に掲げる措置のように、障害者であること
ろうどうけいやく こうしん かん つぎ かか そ ち しようがいしや

を理由として、その対象から障害者を排除することや、その条件を障
り ゆう たいしよう しようがいしや はいじよ じようけん しよう
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害者に対してのみ不利なものとすることは、障害者であることを理由と
がいしや たい ふ り しようがいしや り ゆう

する差別に該当する。ただし、14に掲げる措置を講ずる場合については、
さ べつ がいとう かか そ ち こう ば あい

障害者であることを理由とする差別に該当しない。
しようがいしや り ゆう さ べつ がいとう

イ 障害者であることを理由として、障害者について労働契約の更新を
しようがいしや り ゆう しようがいしや ろうどうけいやく こうしん

しないこと。

ロ 労働契約の更新に当たって、障害者に対してのみ不利な条件を付す
ろうどうけいやく こうしん あ しようがいしや たい ふ り じようけん ふ

こと。

ハ 労働契約の更新の基準を満たす労働者の中から、障害者でない者を
ろうどうけいやく こうしん き じゆん み ろうどうしや なか しようがいしや もの

優先して労働契約の更新の対象とすること。
ゆうせん ろうどうけいやく こうしん たいしよう

14 法違反とならない場合
ほう い はん ば あい

１から13までに関し、次に掲げる措置を講ずることは、障害者である
かん つぎ かか そ ち こう しようがいしや

ことを理由とする差別に該当しない。
り ゆう さ べつ がいとう

イ 積極的差別是正措置として、障害者でない者と⽐較して障害者を有利
せつきよくてき さ べつ ぜ せい そ ち しようがいしや もの ひ かく しようがいしや ゆう り

に取り扱うこと。
と あつか

ロ 合理的配慮を提供し、労働能⼒等を適正に評価した結果として障害
ごう り てきはいりよ ていきよう ろうどうのうりよくとう てきせい ひよう か けつ か しようがい

者でない者と異なる取扱いをすること。
しや もの こと とりあつか

ハ 合理的配慮に係る措置を講ずること（その結果として、障害者でない者
ごう り てきはいりよ かか そ ち こう けつ か しようがいしや もの

と異なる取扱いとなること）。
こと とりあつか

ニ 障害者専用の求人の採用選考又は採用後において、仕事をする上での
しようがいしやせんよう きゆうじん さいようせんこうまた さいよう ご し ごと うえ

能⼒及び適性の判断、合理的配慮の提供のためなど、雇⽤管理上必要
のうりよくおよ てきせい はんだん ごう り てきはいりよ ていきよう こ ようかん り じようひつよう

な範囲で、プライバシーに配慮しつつ、障害者に障害の状 況等を確認
はん い はいりよ しようがいしや しようがい じようきようとう かくにん

すること。


